
特
定
製
品
に
係
る
フ
ロ
ン
類
の
回
収
及
び
破
壊
の
実
施
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
期

日
を
定
め
る
政
令
案
要
綱

第
一

特
定
製
品
に
係
る
フ
ロ
ン
類
の
回
収
及
び
破
壊
の
実
施
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
期

日
を
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
と
す
る
こ
と
。


